
子ども食堂・なな　会則

（名称）
　第１条　この会は、子ども食堂・ななと称する。
（事務所）
第２条　この会の所在地は東京都府中市武蔵台3-14-3-114に置く。

（目的）
　第３条　この会は、子ども食堂など食の提供と居場所づくりに関する活動
を行い、地域コミュニティーの醸成に寄与することを目的とする。
（活動・事業の種類）
第４条　この会は、前条の目的を達成するために子ども食堂などの食の提

供と居場所づくりを行い次の事業を実施する。
(1) 　子ども食堂の開催
(2)　居場所づくりに関わるその他の活動

（会員）
第５条　この会の会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。

（総会）
　第６条　この会の総会は、会員を持って構成し、年に１回開催するものとす
る。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
　２　総会は、以下の事項について議決する。
(1) 役員人事（会長、会計、会計監査の選出）、⑵会則、事業等の変更、⑶
解散、⑷事業計画及び収支予算並びにその変更、⑸事業報告及び収支決
済、⑹その他会の運営に関する重要事項

（変更）
　第７条　この会則は、総会において、出席者の３分の２以上の承認があれば
変更できる。
附則

　この会則は、２０２２年２月１日から施行する。


